
JP 4905069 B2 2012.3.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平坦部と、該平坦部の外縁に形成された枠部と、を有するセラミック基板の該平坦部に
発光素子を搭載する素子搭載工程と、
　蛍光体粉末とガラス粉末を混合した混合粉末を溶融固化して蛍光体分散ガラスとし、１
０４ポアズ以上の粘度で金型を用いたホットプレス加工により前記発光素子を封止する封
止工程と、
を有し、
　前記封止工程は、前記混合粉末を溶融固化させた前記蛍光体分散ガラスを作成した後、
該蛍光体分散ガラスを前記枠部の内側に入れ込み、前記ホットプレス加工により前記発光
素子を封止し、
　前記セラミック基板は複数が互いに連結されており、前記蛍光体分散ガラスの上側に配
置された蛍光体非分散ガラスを連結し、前記封止工程において、前記蛍光体非分散ガラス
は前記枠体上部を覆い、
　前記枠部に切欠きが形成されており、スナッピングにより複数に分割し、
　前記蛍光体非分散ガラスは、前記スナッピングの位置において、他の部分より薄肉に形
成されている
ことを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項２】
　前記ホットプレス加工を大気圧より低い減圧雰囲気で行うことを特徴とする請求項１に



(2) JP 4905069 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

記載の発光装置の製造方法。
【請求項３】
　前記蛍光体分散ガラスの上側に蛍光体非分散ガラスを接合した合わせガラスを用いて、
前記ホットプレス加工により前記発光素子を封止することを特徴とする請求項１に記載の
発光装置の製造方法。
【請求項４】
　前記蛍光体分散ガラスと前記蛍光体非分散ガラスとのガラスの材質は同じであることを
特徴とする請求項１に記載の発光装置の製造方法。
【請求項５】
　前記蛍光体分散ガラスより前記蛍光体非分散ガラスの方が金型離反性が高いことを特徴
とする請求項１に記載の発光装置の製造方法。
【請求項６】
　前記蛍光体分散ガラスが前記蛍光体非分散ガラスよりセラミック基板との接合温度が低
いことを特徴とする請求項１に記載の発光装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子がガラスにより封止された発光装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、発光ダイオード（Light Emitting Diode：ＬＥＤ）等の発光素子をエポキシ
系、シリコーン系等の透光性樹脂材料で封止した発光装置が知られている。この種の発光
装置として、発光素子として紫外、紫色或いは青色のＬＥＤチップを用い、ＬＥＤチップ
の発光光を励起光とする蛍光体を透光性樹脂材料に混入させることにより白色光を得るも
のが実用化されている。
【０００３】
　しかし、この発光装置では、発光素子から発せられる光、熱等によって、透光性樹脂が
劣化するという問題点がある。特に、発光素子として短波長光を放出するIII族窒化物系
化合物半導体を利用する場合には、発光素子から放出される高エネルギーの光と素子自体
の発熱によって素子近傍の透光性樹脂が黄変し、光取り出し効率が経時的に低下する場合
がある。
【０００４】
　ここで、封止部材の劣化を防止するものとして、封止部材にガラスを用いた発光装置が
提案されている（例えば、特許文献１参照）。この種の発光装置では、ＬＥＤ素子が実装
されたセラミック基板にガラスを融着し、ガラス及びセラミック基板をダイサーを用いて
カットする、或いは、切り込みを入れてスナッピングにより分割することにより製造され
る。基板としてはセラミックが用いられ、その厚さが１．０ｍｍであるとされている。
【特許文献１】特開２００６－１５６６６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に記載の発光装置は、基板の裏面が所定の固定部材に固定され、
ＬＥＤ素子にて生じた熱は基板を通じて固定部材へと放散される。しかしながら、基板の
裏面側には放熱のための機構が何ら備えられておらず、固定部材へ的確に放熱を行うこと
ができないという問題点がある。
　また、基板の表面側から裏面側へ熱を伝える必要があることから、基板における発光素
子の実装部分の厚さは薄ければ薄いほど好ましい。しかし、基板を薄くすれば強度が低下
するため、強度性能と放熱性能をともに確保することが困難であった。
【０００６】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、発光素子
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にて生じる熱の放散性能を向上させるとともに、基板の強度性能を確保することのできる
発光装置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明では、
　平坦部と、該平坦部の外縁に形成された枠部と、を有するセラミック基板の該平坦部に
発光素子を搭載する素子搭載工程と、
　蛍光体粉末とガラス粉末を混合した混合粉末を溶融固化して蛍光体分散ガラスとし、１
０４ポアズ以上の粘度で金型を用いたホットプレス加工により前記発光素子を封止する封
止工程と、
を有し、
　前記封止工程は、前記混合粉末を溶融固化させた前記蛍光体分散ガラスを作成した後、
該蛍光体分散ガラスを前記枠部の内側に入れ込み、前記ホットプレス加工により前記発光
素子を封止し、
　前記セラミック基板は複数が互いに連結されており、前記蛍光体分散ガラスの上側に配
置された蛍光体非分散ガラスを連結し、前記封止工程において、前記蛍光体非分散ガラス
は前記枠体上部を覆い、
　前記枠部に切欠きが形成されており、スナッピングにより複数に分割し、
　前記蛍光体非分散ガラスは、前記スナッピングの位置において、他の部分より薄肉に形
成されている
ことを特徴とする発光装置の製造方法が提供される。
 
 
【０００８】
　この発光装置によれば、基板の裏面側に放熱パターンが設けられていることから、発光
素子にて生じた熱は基板の平坦部を通じて放熱パターンへ伝達され、放熱パターンから外
部の部材へと放散される。
　また、基板の平坦部の外縁に枠部が形成されていることから、枠部により基板の断面係
数が飛躍的に向上しており、平坦部を従来より薄くしても十分な強度が付与される。また
、基板上にはガラス封止部が形成されていることから、平坦部にはガラス封止部により樹
脂封止等に比して大きな強度が付与されている。これにより、平坦部を従来より薄く形成
し、発光素子から放熱パターンへの熱抵抗を従来より小さくすることができる。
【００１０】
　また、上記発光装置において、
　前記発光素子は、前記基板の前記平坦部に複数実装されることが好ましい。
【００１１】
　また、上記発光装置において、
　前記ガラス封止部は、前記発光素子から発せられた光により励起されて波長変換光を発
する蛍光体を含有することが好ましい。
【００１２】
　また、上記発光装置において、
　前記基板の前記平坦部は、スナッピングが可能な厚さより薄く形成され、
　前記基板の前記枠部は、スナッピングが可能な厚さで形成されることが好ましい。
　ここで、「スナッピング」とは、基板の所定箇所に予め切欠を形成しておき、基板に曲
げ方向の力を加えることにより切欠を起点として基板を分離させることをいう。
【００１３】
　また、上記発光装置において、
　前記基板は、前記枠部に形成されたスナッピング用の切欠を有することが好ましい。
【００１４】
　また、前記目的を達成するため、本発明では、
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　上記発光装置を製造するにあたり、
　複数の前記素子搭載基板が前記切欠を有する前記枠部により連結された中間体を作成す
る中間体作成工程と、
　前記中間体に曲げ方向の力を加え、前記切欠を起点として前記枠部を分断させ、複数の
前記素子搭載基板を分離するスナッピング工程と、を含むことを特徴とする発光装置の製
造方法が提供される。
【００１５】
　また、上記発光装置の製造方法において、
　板状の熱融着ガラスをホットプレス加工により前記基板に接合するホットプレス工程を
含むことが好ましい。
【００１６】
　また、上記発光装置の製造方法において、
　粉末状の熱融着ガラスを前記基板上にて溶融固化するガラス粉末処理工程を含むことが
好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、基板に放熱パターンを設けるとともに、発光素子から放熱パターンへ
の熱抵抗を小さくしたので、発光素子にて生じる熱の放散性能を向上させることができる
。
　また、枠部により基板に強度が付与され、スナッピング時における基板の割れの発生を
防止できることは勿論、製造後における装置の通常使用時に、装置に過大な応力や衝撃が
加わったとしても、これらの力を枠部により受けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１から図６は本発明の第１の実施形態を示し、図１は発光装置の概略上面図である。
【００１９】
　図１に示すように、この発光装置１は、フリップチップ型の複数のＧａＮ系半導体材料
からなるＬＥＤ素子２と、複数のＬＥＤ素子２を搭載する多層構造の素子搭載基板３と、
素子搭載基板３に形成されタングステン（Ｗ）－ニッケル（Ｎｉ）－金（Ａｕ）で構成さ
れる回路パターン４と、素子搭載基板３上に形成され各ＬＥＤ素子２を封止するガラス封
止部６とを有する。
【００２０】
　図２はＬＥＤ素子の模式縦断面図である。
　発光素子としてのＬＥＤ素子２は、図２に示すように、サファイア（Ａｌ２Ｏ３）から
なる成長基板２０の表面に、III族窒化物系半導体をエピタキシャル成長させることによ
り、バッファ層２１と、ｎ型層２２と、ＭＱＷ層２３と、ｐ型層２４とがこの順で形成さ
れている。このＬＥＤ素子２は、７００℃以上でエピタキシャル成長され、その耐熱温度
は６００℃以上であり、後述する低融点の熱融着ガラスを用いた封止加工における加工温
度に対して安定である。また、ＬＥＤ素子２は、ｐ型層２４の表面に設けられるｐ側コン
タクト電極２５と、ｐ側コンタクト電極２５上に形成されるｐ側パッド電極２６と、を有
するとともに、ｐ型層２４からｎ型層２２にわたって一部をエッチングすることにより露
出したｎ型層２２に形成されるｎ側電極２７を有する。ｐ側パッド電極２６とｎ側電極２
７には、それぞれＡｕバンプ２８が形成される。
【００２１】
　ｐ側コンタクト電極２５は、例えばロジウム（Ｒｈ）からなり、発光層としてのＭＱＷ
層２３から発せられる光を成長基板２０の方向に反射する光反射層として機能する。ここ
で、ｐ側コンタクト電極２５として、例えば、ＩＴＯ(Indium Tin Oxide)を用いてもよい
。ｐ側コンタクト電極２５上にはｐ側パッド電極２６が形成され、このｐ側パッド電極２
６にＡｕバンプ２８が形成される。
【００２２】



(5) JP 4905069 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

　ｎ側電極２７は、同一エリアにコンタクト層とパッド層とが形成されている。図２に示
すように、ｎ側電極２７は、Ａｌ層２７ａと、このＡｌ層２７ａを覆う薄膜状のＮｉ層２
７ｂと、Ｎｉ層２７ｂの表面を覆うＡｕ層２７ｃによって形成されている。
【００２３】
　各ＬＥＤ素子２は、厚さ１００μｍで３４０μｍ角に形成されており、熱膨張率は７×
１０－６／℃である。ここで、ＬＥＤ素子２のＧａＮ層の熱膨張率は５×１０－６／℃で
あるが、大部分を占めるサファイアからなる成長基板２０の熱膨張率が７×１０－６／℃
であるため、ＬＥＤ素子２本体の熱膨張率は成長基板２０の熱膨張率と同等となっている
。尚、各図においてはＬＥＤ素子２の各部の構成を明確にするために実寸と異なるサイズ
で各部を示している。
【００２４】
　図３は、図１のＡ－Ａ断面図である。
　素子搭載基板３は、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）の多結晶焼結材料からなり、熱膨張率αが
７×１０－６／℃である。図３に示すように、素子搭載基板３は、ＬＥＤ素子２が実装さ
れスナッピング可能な厚さより薄く形成された平坦部３ａと、平坦部３ａの外縁にスナッ
ピング可能な厚さで形成された枠部３ｂと、枠部３ｂに形成されたスナッピング用の切欠
３ｃと、を有する。平面視にて、平坦部３ａは２．５ｍｍ角に形成され、枠部３ｂの幅は
０．５ｍｍに形成されている。また、外側のＬＥＤ素子２と枠部３ｂとの距離は０．６ｍ
ｍとなっている。
【００２５】
　ここで、アルミナの平板状の試料を複数用意してスナッピングの実験を行ったところ、
０．２５ｍｍの試料ではスナッピング時に切りしろ以外の箇所にまでヒビ割れ等が生じ、
０．３ｍｍの試料では切りしろ以外の箇所にヒビ割れ等を生じることなくスナッピングを
行うことができた。これは、切りしろのためにＶ溝が形成されるが、薄板では切りしろが
なくても割れやすく、ある程度の強度が付与される所定厚さの板では、Ｖ溝によって割れ
やすい厚さとなっている箇所のみが割れることによる。すなわち、アルミナにおいては、
スナッピング可能な厚さとは０．３ｍｍということになる。尚、０．２ｍｍの試料では、
０．２５ｍｍの試料よりも多くのヒビ割れが生じたが、熱抵抗が格段に小さくなることも
実験により確認された。
【００２６】
　一般に平板アルミナは厚さ０．３ｍｍ以上の製品が多く生産されているが、これはスナ
ッピングの溝の有無とは関係なく、主として製造時のハンドリング破損を防止するためで
ある。厚さ０．２５ｍｍ、さらには厚さ０．２ｍｍのものも一部生産されているが、ハン
ドリング時の破損による歩留まり低下が問題となっている。また、厚さ０．１ｍｍやこれ
以下の薄板を作製可能ではあるが、現時点では量産品とすることができない。
【００２７】
　具体的に、本実施形態においては、平坦部３ａの厚さＬ１は０．１５ｍｍで、枠部３ｂ
における平坦部３ａに対して増加する厚さＬ２は０．５ｍｍであり、枠部３ｂの厚さ（Ｌ
１＋Ｌ２）は０．６５ｍｍとなっている。
【００２８】
　スナッピング用の切欠３ｃは、枠部３ｂの四隅と一方向（各図中、縦方向）へ延びる２
つの辺部の中央に形成されている（図１参照）。図３に示すように、各切欠３ｃは、枠部
３ｂの外縁に上下一対となるよう形成されている。ここで、素子搭載基板３は、複数のグ
リーンシートを積層させて焼成したものであり、予め上側及び下側のグリーンシートに、
上下方向に貫通する切欠３ｃ用の孔を形成しておくことにより形成される。
【００２９】
　図４は、図１のＢ－Ｂ断面図である。
　図４に示すように、枠部３ｂの他方向（各図中、横方向）へ延びる２つの辺部にも、外
部接続端子４４用の切欠３ｄが形成される。この切欠３ｄは、スナッピング用の切欠３ｄ
と異なり、下側にのみ形成される。
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【００３０】
　図４に示すように、素子搭載基板３の回路パターン４は、基板表面に形成されて各ＬＥ
Ｄ素子２と電気的に接続される表面パターン４１と、基板裏面に形成されて外部接続端子
４４と接続される裏面パターン４２と、を有している。表面パターン４１は、各ＬＥＤ素
子２の電極形状に応じてパターン形成されたＷ層４ａと、Ｗ層４ａの表面を覆う薄膜状の
Ｎｉ層４ｂと、Ｎｉ層４ｂの表面を覆う薄膜状のＡｕ層４ｃと、を含んでいる。裏面パタ
ーン４２は、外部接続端子４４に応じてパターン形成されたＷ層４ａと、Ｗ層４ａの表面
を覆う薄膜状のＮｉ層４ｂと、Ｎｉ層４ｂの表面を覆う薄膜状のＡｕ層４ｃと、を含んで
いる。表面パターン４１と裏面パターン４２は、素子搭載基板３を厚さ方向に貫通するビ
アホールに設けられＷからなるビアパターン（図示せず）により電気的に接続されている
。
【００３１】
　図５は、発光装置の底面図である。
　図５に示すように、素子搭載基板３の裏面側には、各ＬＥＤ素子２にて生じた熱を外部
へ放散するための放熱パターン４５が設けられている。放熱パターン４５は、裏面パター
ン４２と同工程にて形成され、Ｗ層を含んでいる。
【００３２】
　図５に示すように、外部接続端子４４はアノード側とカソード側で、別個の辺部に形成
される。各外部接続端子４４は、素子搭載基板３に平面視にて対辺に配されている。各外
部接続端子４４は、枠部３ｂにおける切欠３ｄの形成部分を、導電性の金属により被覆す
ることに形成される。
【００３３】
　ガラス封止部６は、ＺｎＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２－Ｎｂ２Ｏ５－Ｎａ２Ｏ－Ｌｉ２Ｏ系
の熱融着ガラスからなる。ここで、ガラスの組成はこれに限定されるものではなく、例え
ば、熱融着ガラスは、Ｌｉ２Ｏを含有していなくてもよいし、任意成分としてＺｒＯ２、
ＴｉＯ２等を含んでいてもよい。ガラス封止部６は、素子搭載基板３の枠部３ｂの内側に
満たされ、厚さが０．５ｍｍとなっている（図１参照）。ここで、各ＬＥＤ素子２と素子
搭載基板３との間には、ガラスがまわりこまない中空部５が形成されている。
【００３４】
　ガラス封止部６の熱融着ガラスは、ガラス転移温度（Ｔｇ）が４９０℃で、屈伏点（Ａ
ｔ）が５２０℃であり、ＬＥＤ素子２のエピタキシャル成長層の形成温度よりも、ガラス
転移温度（Ｔｇ）が十分に低くなっている。本実施形態においては、エピタキシャル成長
層の形成温度よりも、ガラス転移温度（Ｔｇ）が２００℃以上低くなっている。また、熱
融着ガラスの１００℃～３００℃における熱膨張率（α）は６×１０－６／℃である。熱
膨張率（α）は、ガラス転移温度（Ｔｇ）を超えるとこれより大きな数値となる。これに
より、熱融着ガラスは約６００℃で素子搭載基板３と接着し、ホットプレス加工が可能と
なっている。また、ガラス封止部６の熱融着ガラスの屈折率は１．７である。
【００３５】
　尚、熱融着ガラスの組成は、ガラス転移温度（Ｔｇ）がＬＥＤ素子２の耐熱温度よりも
低く、熱膨張率（α）が素子搭載基板３と同等であれば任意である。ガラス転移温度が比
較的低く、熱膨張率が比較的小さいガラスとしては、例えば、ＺｎＯ－ＳｉＯ２－Ｒ２Ｏ
系（ＲはＬｉ、Ｎａ、Ｋ等のＩ族の元素から選ばれる少なくとも１種）のガラス、リン酸
系のガラス及び鉛ガラスが挙げられる。これらのガラスでは、ＺｎＯ－ＳｉＯ２－Ｒ２Ｏ
系のガラスが、リン酸系のガラスに比して耐湿性が良好で、鉛ガラスのように環境的な問
題が生じることがないので好適である。
【００３６】
　ここで、熱融着ガラスとは加熱により溶融状態又は軟化状態として成形したガラスであ
り、ゾルゲル法により成形されるガラスと異なる。ゾルゲルガラスでは成形時の体積変化
が大きいのでクラックが生じやすくガラスによる厚膜を形成することが困難であるところ
、熱融着ガラスはこの問題点を回避することができる。また、ゾルゲルガラスでは細孔を
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生じるので気密性を損なうことがあるが、熱融着ガラスはこの問題点を生じることもなく
、ＬＥＤ素子２の封止を的確に行うことができる。
【００３７】
　また、熱融着ガラスは、一般に、樹脂において高粘度といわれるレベルより、桁違いに
高い粘度で加工される。さらに、ガラスの場合には、屈伏点を数十℃超えても粘度が一般
の樹脂封止レベルまで低くはならない。また、一般の樹脂成型時レベルの粘度にしようと
すると、ＬＥＤ素子の結晶成長温度を超える温度を要するもの、あるいは金型に付着する
ものとなり、封止・成形加工が困難になる。このため、１０４ポアズ以上で加工すること
が好ましい。
【００３８】
　この発光装置１の製造方法について、図６を参照しながら以下に説明する。図６は、互
いに連結されＬＥＤ素子が実装された複数の素子搭載基板からなる中間体に板ガラスを融
着させる状態を示す説明図である。
【００３９】
　まず、平面部３ａ、枠部３ｂ及び切欠３ｃ，３ｄを有する素子搭載基板３が、枠部３ｂ
にて一方向及び他方向に連結された状態の中間体１０を作成する（中間体作成工程）。素
子搭載基板３にはビアホールが形成されており、回路パターン４に応じてＷペーストをス
クリーン印刷する。次いで、Ｗペーストを印刷された素子搭載基板３を１０００℃余で熱
処理することによりＷを素子搭載基板３に焼き付け、さらに、Ｗ上にＮｉめっき、Ａｕめ
っきを施すことで回路パターン４を形成する。
【００４０】
　ここで、素子搭載基板３の表面は粗面状となっている。アルミナの表面を粗面化するに
あたっては、例えば、回路パターン４をファイン化する際に行う研磨による平坦化工程を
省き、多結晶アルミナの粒界によるミクロな凹凸のある状態としてもよいし、ブラスト加
工によって凹凸形成加工を施したものであってもよい。
【００４１】
　次に、素子搭載基板３の回路パターン４の表面パターン４１に複数のＬＥＤ素子２を各
Ａｕバンプ２８によって電気的に接合する。一方、素子搭載基板３とは別個に、ＺｎＯ－
Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２－Ｎｂ２Ｏ５－Ｎａ２Ｏ－Ｌｉ２Ｏ系の板ガラス１１を、枠部３ｂの
内側寸法に対応するよう加工しておく。本実施形態においては、各素子搭載基板３にそれ
ぞれ対応し互いに独立した複数の板ガラス１１を用いてホットプレス加工を行う（ホット
プレス工程）。
【００４２】
　そして、各ＬＥＤ素子２を実装した素子搭載基板３を下金型、板ガラス１１を上金型に
セットする。下金型及び上金型にはそれぞれヒータが配置され、各金型で独立して温度調
整される。次いで、図６に示すように、素子搭載基板３の枠部３ｂ内に板ガラス１１を挿
入し、平坦部３ａに熱融着ガラスを重ねた状態で下金型及び上金型を加圧し、窒素雰囲気
中でホットプレス加工を行う。これにより、ＬＥＤ素子２が搭載された素子搭載基板３に
板ガラス１１が融着され、ＬＥＤ素子２は素子搭載基板３上で熱融着ガラスにより封止さ
れる。本実施形態においては、加圧圧力を２０～４０ｋｇｆ／ｃｍ２程度として加工を行
った。ここで、ホットプレス加工は、各部材に対して不活性な雰囲気中で行えばよく、窒
素雰囲気の他に例えば真空中で行うようにしてもよい。
【００４３】
　これにより、熱融着ガラスは素子搭載基板３とこれらに含まれる酸化物を介して接着さ
れる。ここで、ホットプレス加工での熱融着ガラスの粘度は１０５～１０７ポアズとする
ことが好ましい。この粘度範囲とすることにより、粘度が低いことに起因するガラスの上
金型へ接合、ガラスの外部流出等を抑制して歩留まりを良好にすることができるとともに
、粘度が高いことに起因するガラスの素子搭載基板３への接合力低下、各Ａｕバンプ２８
のつぶれ量の増大等を抑制することができる。
【００４４】
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　また、前述のように、素子搭載基板３は多結晶アルミナで表面が粗面状に形成されてお
り、ガラス封止部６側の接合部の界面が素子搭載基板３の表面に沿って粗面状に形成され
る。これは、例えば、ホットプレス加工時に圧力を加えるとともに、大気圧より低い減圧
雰囲気で加工を行うことにより実現される。ここで、粗面化された多結晶アルミナの凹み
にガラスが十分入り込む状態であれば、ホットプレス加工時の圧力条件や雰囲気の減圧条
件は任意であり、例えば、ホットプレス時の加圧と雰囲気の減圧についていずれか一方だ
け行って加工するようにしてもよいことは勿論である。この結果、ガラス封止部６と素子
搭載基板３との間に隙間のない状態となり、ガラス封止部６と素子搭載基板３との接合強
度を担保することができる。
【００４５】
　尚、ホットプレス加工のサイクルタイムを短縮するために、プレス前に予熱ステージを
設けてガラス封止部６を予め加熱したり、プレス後に徐冷ステージを設けてガラス封止部
６の冷却速度を制御するようにしてもよい。また、予熱ステージ及び徐冷ステージにおい
てプレスすることも可能であり、ホットプレス加工時の工程は適宜に変更可能である。
【００４６】
　以上の工程で、複数の発光装置１が横方向に連結された状態の中間体１０が作製される
。この後、中間体１０に曲げ方向の力を加え、切欠３ｃを起点として各枠部３ｂを分断さ
せ、複数の素子搭載基板３を分離することにより発光装置１が完成する（スナッピング工
程）。
【００４７】
　以上のように構成された発光装置１では、回路パターン４を通じて各ＬＥＤ素子２に電
圧が印加されると、各ＬＥＤ素子２から青色光が発せられる。このとき、平坦部３ａを単
なる平板では製造時のハンドリングで割れ、欠け等が生じやすい程度の薄さとし、さらに
、素子搭載基板３の裏面側に放熱パターン４５が設けられていることから、ＬＥＤ素子２
にて生じた熱は素子搭載基板３の平坦部３ａを通じて放熱パターン４５へ低い熱抵抗で伝
達され、放熱パターン４５から外部の部材へと放散される。
【００４８】
　また、素子搭載基板３の平坦部３ａの外縁に枠部３ｂが形成されていることから、平坦
部３ａを従来より薄くしても枠部３ｂにより十分な強度が付与される。また、素子搭載基
板３上にはガラス封止部６が形成され、素子搭載基板３の開口部には硬質材料が充填され
ていることから、樹脂封止の場合のように軟質材料が充填される場合に比べて平坦部３ａ
の強度が向上しており、発光装置１作製後、平坦部３ａに物理的衝撃が加わったとしても
割れ等を生じることはない。従来、熱抵抗の低い実装形態によるＬＥＤ素子２の放熱性と
、製造時における素子搭載基板３の破損に関する生産性とを両立できなかったが、平坦部
３ａを従来より薄く形成し、ＬＥＤ素子２から放熱パターン４５への熱抵抗を従来より低
くでき、かつ量産性に優れるものとするすることができる。
【００４９】
　また、平坦部３ａは、スナッピング可能な厚さよりも薄く形成されていることから、Ｌ
ＥＤ素子２から放熱パターン４５への熱抵抗を、スナッピングが可能な厚さに形成された
場合に比して小さくすることができる。また、平坦部３ａの外縁にはスナッピングが可能
な厚さの枠部３ｂが形成され、この枠部３ｂに切欠３ｃが形成されていることから、枠部
３ｂを利用してスナッピングにより素子搭載基板３の分離を行うことができる。これによ
り、スナッピング時にガラス封止部６等に割れ等が生じるようなことはなく、歩留まりを
向上させることができる。このように、スナッピングを用いて製造される発光装置１にお
いても、トレードオフの関係となっていた放熱性能の向上と歩留まりの向上とをともに図
ることができる。従って、スナッピング時における素子搭載基板３の割れの発生を防止で
きることは勿論、製造後における装置の通常使用時に、装置に過大な応力や衝撃が加わっ
たとしても、これらの力を枠部３ｂにより受けることができる。
【００５０】
　尚、封止材料が樹脂の場合、セラミック部材に対して熱膨張率が１０倍以上であるので
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、樹脂とセラミックとの界面に剥離が生じやすい。また、本実施形態のように枠部３ｂが
あると、高温時に膨張した際に、樹脂が開口部の方向へ移動しようとする。このため、樹
脂にＬＥＤ素子２を引張る力が生じ、電気的な断線が生じやすくなる。
　これに対し、封止材料がセラミック材料に対して±１５％以内の熱膨張率のガラスであ
る本実施形態の場合、樹脂に比して熱膨張率が低く、高温加工を行う際に応力フリーとな
る。また、高温時にガラス転移温度を超えてセラミックやＬＥＤ素子２より熱膨張率が大
きくなっていることから、常温ではＬＥＤ素子２へ軽い圧縮応力のある状態となる。この
ため電気的な断線が生じないものとできる。
【００５１】
　また、ガラス封止部６としてＺｎＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２－Ｎｂ２Ｏ５－Ｎａ２Ｏ－Ｌ
ｉ２Ｏ系の熱融着ガラスを用いたので、ガラス封止部６の安定性及び耐候性を良好とする
ことができる。従って、発光装置１が過酷な環境下等で長期間にわたって使用される場合
であっても、ガラス封止部６の劣化が抑制され、光取り出し効率の経時的な低下を効果的
に抑制することができる。さらに、ガラス封止部６が高屈折率でかつ高透過率特性のため
、高信頼性と高発光効率の両立を実現できる。
【００５２】
　また、ガラス封止部６として屈伏点（Ａｔ）がＬＥＤ素子２の半導体層のエピタキシャ
ル成長温度より低いガラスを用いたので、ホットプレス時にＬＥＤ素子２が熱的なダメー
ジにより損なわれることがなく、半導体層の結晶成長温度に対して充分に低い加工が可能
である。さらに、板状の熱融着ガラスと素子搭載基板３とを平行にセットし、高粘度状態
でホットプレス加工することで、熱融着ガラスが素子搭載基板３の表面に平行移動して面
状に密着し、ＧａＮ系のＬＥＤ素子２を封止するためにボイドが生じることもない。
【００５３】
　また、素子搭載基板３とガラス封止部６とが酸化物を介した化学結合に基づいて接着す
るので、より強固な封着強度が得られる。そのため、接合面積が小さい小形パッケージで
あっても具現化できる。
【００５４】
　さらに、素子搭載基板３とガラス封止部６の熱膨張率が同等であるので、高温で接着さ
れた後、常温あるいは低温状態としても剥離、クラック等の接着不良が生じにくい。しか
も、ガラスは引っ張り応力にはクラックが生じ易いが、圧縮応力にはクラックは生じにく
く、ガラス封止部６は素子搭載基板３に対しやや熱膨張率が小さいものとしてある。さら
に、一般にガラスはＴｇ点以上の温度において熱膨張率が増大する特性を有しており、Ｔ
ｇ点以上の温度でガラス封止が行われる場合には、Ｔｇ点以下だけでなくＴｇ点以上の温
度における熱膨張率も考慮することが安定したガラス封止を行うにあたり望ましい。すな
わち、ガラス封止部６を構成するガラス材料は、上記したＴｇ点以上の温度における熱膨
張率を含む熱膨張率と、素子搭載基板３の熱膨張率とを考慮した同等の熱膨張率とするこ
とで、素子搭載基板３に反りを発生させる内部応力を小にでき、素子搭載基板３とガラス
封止部６との接着性が得られているにもかかわらずガラスのせん断破壊が生じることを防
ぐことができる。従って、素子搭載基板３やガラス封止部６のサイズを大きくとり、一括
生産できる数量を大にすることができる。また、発明者の確認では、－４０℃←→１００
℃の液相冷熱衝撃試験１０００サイクルでも剥離、クラックは生じていない。さらに、５
ｍｍ×５ｍｍサイズのガラス片のセラミック基板への接合基礎確認として、ガラス、セラ
ミック基板とも種々の熱膨張率の組み合わせで実験を行ったところ、熱膨張率が高い方の
部材に対する低い方の部材の熱膨張率の比が０．８５以上ではクラックを生じることなく
接合が行えることを確認した。部材の剛性やサイズ等にも依存するが、熱膨張率が同等と
いうのは、この程度の範囲を示す。
【００５５】
　ＬＥＤ素子２は、フリップ実装することによりワイヤを不要とできるので、高粘度状態
での加工に対しても電極の不具合を生じない。封止加工時の熱融着ガラスの粘度は１０４

から１０８ポアズと硬く、熱硬化処理前のエポキシ樹脂が５ポアズ程度の液状であること
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と比較して物性が大きく異なる。この結果、素子表面の電極とリード等の給電部材とをワ
イヤで電気的に接続するフェイスアップ型のＬＥＤ素子を封止する場合、ガラス封止加工
時にワイヤの潰れや変形を生じることがあるが、これを防ぐことができる。また、素子表
面の電極を金（Ａｕ）等のバンプを介してリード等の給電部材にフリップ実装するフリッ
プチップ型のＬＥＤ素子を封止する場合、ガラスの粘度に基づいてＬＥＤ素子に給電部材
方向への圧力が付加されバンプの潰れやバンプ間での短絡が生じることがあるが、これも
防ぐことができる。
【００５６】
　素子搭載基板３の表面パターン４１は、ビアパターンにより裏面パターン４２に引き出
されるので、ガラスが不必要な箇所へ入り込むことや、電気端子が覆われること等への特
別な対策を要することなく、製造工程を簡略化できる。また、板状の蛍光体分散ガラス１
１を複数のＬＥＤ素子２に対して一括封止加工できるので、スナッピングにより複数の発
光装置１を容易に量産することができる。なお、熱融着ガラスは高粘度状態で加工される
ため、樹脂のように封止材料の流れ出しに対して充分な対策をとる必要はなく、ビアホー
ルによらなくても外部端子が裏面に引き出されていれば充分に量産対応可能である。
【００５７】
　また、ＬＥＤ素子２をフリップ実装とすることで、ガラス封止を具現化するにあたって
の問題点を克服するとともに０．５ｍｍ角といった超小型の発光装置１を具現化できると
いう効果もある。これは、ワイヤのボンディングスペースが不要で、かつ、熱膨張率部材
が同等のガラス封止部６と素子搭載基板３とが選択されるとともに、化学結合に基づく強
固な接合によって、わずかなスペースでの接着でも界面剥離が生じないことによる。
【００５８】
　さらに、ＬＥＤ素子２とガラス封止部６の熱膨張率が同等であるので、素子搭載基板３
を含めた部材の熱膨張率が同等となり、ガラス封止における高温加工と常温との温度差に
おいても内部応力は極めて小さく、クラックを生じることのない安定した加工性が得られ
る。また、内部応力を小にできるので、耐衝撃性が向上し、信頼性に優れるガラス封止型
ＬＥＤとできる。
【００５９】
　さらにまた、アルミナからなる素子搭載基板３を用いることで、部材コストの低減を図
れるとともに入手が容易であることから、量産性および装置コストの低減を実現できる。
また、Ａｌ２Ｏ３が熱伝導性に優れているので、大光量化、高出力化に対して余裕のある
構成とできる。さらに素子搭載基板３は光吸収が小さいことにより、光学的に有利である
。
【００６０】
　尚、前記実施形態においては、外部接続端子４４が枠部３ｂの厚さ方向について裏面側
から所定区間だけ形成されるものを示したが、外部接続端子４４の形成区間については任
意である。例えば、図７（ａ）及び（ｂ）に示すように、外部接続端子４４用の切欠３ｄ
を枠部３ｂの厚さ方向にわたって形成し、この切欠３ｄに導電性金属膜を形成したもので
あってもよい。ここで、図７（ａ）は変形例を示す発光装置の一部底面図であり、図７（
ｂ）は変形例を示す発光装置の模式縦断面図である。この場合、図７（ｂ）に示すように
、外部接続端子４４が枠部３ｂの上側にまで形成されているので、発光装置１の側部であ
れば厚さ方向の位置にかかわらず電気的に導通をとることができる。さらに、スナッピン
グ用の切欠３ｃについても、厚さ方向にわたって形成してもよい。
【００６１】
　また、前記実施形態においては、ＬＥＤ素子２としてＧａＮ系半導体材料からなるもの
を用いた発光装置１を説明したが、ＬＥＤ素子はＧａＮ系のＬＥＤ素子２に限定されず、
例えばＺｎＳｅ系やＳｉＣ系のように他の半導体材料からなる発光素子であってもよい。
【００６２】
　また、ＬＥＤ素子２は、スクライブ加工に基づいて形成したものを使用することができ
る。この場合、スクライブ加工により形成されたＬＥＤ素子２は、切断部である側面に尖
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った凹凸を有することがあり、ＬＥＤ素子２の側面を素子コート材でコーティングするこ
とが望ましい。この素子コート材として、例えば、光透過性を有するＳｉＯ２系コート材
を用いることができる。素子コート材を用いることにより、オーバーモールドする際など
にクラックやボイド発生を防止することができる。
【００６３】
　また、前記実施形態のガラス封止部６は耐候性に優れているものの、装置の使用条件等
によって結露が生じた場合には、ガラス封止部６が変質するおそれがある。これに対して
は、結露が生じない装置構成とすることが望ましいが、ガラス封止部６の表面にシリコン
樹脂コートなどを施すことで、高温状態での結露によるガラスの変質を防止することもで
きる。さらに、ガラス封止部６の表面に施すコーティング材としては、耐湿だけでなく、
耐酸、耐アルカリ性を有するものとして、例えばＳｉＯ２系、Ａｌ２Ｏ３系等のような無
機材料が好ましい。
【００６４】
　図８及び図９は本発明の第２の実施形態を示すもので、互いに連結されＬＥＤ素子が実
装された複数の素子搭載基板からなる中間体に板ガラスを融着させる状態を示す説明図、
図９は発光装置の模式縦断面図である。第２の実施形態においては、ガラス封止部の形状
が第１の実施形態と異なっており、その他の構成は第１の実施形態と同様である。
【００６５】
　図８に示すように、この発光装置１０１の製造にあたっては、一枚の熱融着ガラス１１
１によりホットプレス加工が行われる。この熱融着ガラス１１１は、各枠部３ｂの内側に
入り込む複数の封止部分１１１ａの上部にそれぞれ連結部分１１１ｂが形成され、各連結
部分１１１ｂが連結された状態となっている。そして、ＬＥＤ素子２が搭載された各素子
搭載基板３に、一枚の熱融着ガラス１１１をホットプレス加工により接合する。尚、この
発光装置１０１においても、スナッピング用の切欠３ｃが厚さ方向の両端側に形成されて
おり、切欠３ｃを起点として分離が行われる。このようにして製造された発光装置１０１
は、図９に示すように、ガラス封止部１０６が枠部３ｂの上側を覆うように形成される。
【００６６】
　本実施形態によれば、複数の発光装置１０１について、一括してガラス封止を行うこと
ができ、発光装置１０１の製造を簡単容易に行うことができる。また、枠部３ｂの上部が
ガラスの連結部分１１１ｂにより覆われることから、連結部分１１１ｂにより発光装置１
０１の保護を的確に行うことができるとともに、発光装置１０１の強度を向上させること
ができる。
【００６７】
　図１０は本発明の第３の実施形態を示す発光装置の模式縦断面図である。第３の実施形
態においては、ガラス封止部に蛍光体を含有させた点が第２の実施形態と異なっており、
その他の構成は第２の実施形態と同様である。
【００６８】
　図１０に示すように、この発光装置２０１は、各枠部３ｂの内側へ入り込む封止部分１
１１に蛍光体２０７が分散され、各枠部３ｂ及び封止部分１１１ａの上側の連結部分１１
１ｂについては蛍光体２０７が分散されていない。これは、例えば、蛍光体２０７が分散
されたガラスと、分散されていないガラスとを接合した合わせガラスを利用することに実
現される。
【００６９】
　具体的に、蛍光体２０７が分散されるガラスについては、蛍光体の粉末とガラスの粉末
とを混合して混合粉末を作成し、この混合粉末を溶融固化して蛍光体をガラス内に均一に
分散させて生成される。具体的には、雰囲気空気を７．６Ｔｏｒｒに減圧するとともに６
５０℃に加熱し、荷重治具を利用して２０ｋｇ／ｃｍ２の圧力を混合粉末に加えて溶解す
る。この後、溶解した混合粉末を冷却して固化することにより、光学的に影響が生じるサ
イズの残留気泡や白濁を生じることなく蛍光体２０７が分散された蛍光体分散ガラスを得
ることができる。
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【００７０】
　また、蛍光体分散ガラスの生成に際してバインダーを使用しない。これにより、蛍光体
分散ガラス内に気泡が生じることはなく、樹脂バインダーを利用して混合粉末を焼成する
もののように、ガラス内の気泡により入射した光が散乱するようなことはない。また、Ｌ
ＥＤ素子２を封止した際に、気泡により気密性が損なわれるようなこともない。
【００７１】
　蛍光体２０７は、ＭＱＷ層２３から発せられる青色光により励起されると、黄色領域に
ピーク波長を有する黄色光を発する黄色蛍光体である。本実施形態においては、蛍光体２
０７としてＹＡＧ(Yttrium Aluminum Garnet)蛍光体が用いられ、ガラス封止部６内にお
ける平均粒径は１０μｍである。尚、蛍光体２０７は、珪酸塩蛍光体や、ＹＡＧと珪酸塩
蛍光体を所定の割合で混合したもの等であってもよい。
【００７２】
　本実施形態によれば、回路パターン４を通じてＬＥＤ素子２に電圧が印加されると、Ｌ
ＥＤ素子２から青色光が発せられる。ＬＥＤ素子２から発せられた青色光の一部はガラス
封止部６内の蛍光体２０７により黄色光に変換され、他部は蛍光体２０７により波長変換
されることなくガラス封止部６から外部へ放出される。これにより、ガラス封止部６から
放射される光は、黄色領域と青色領域とにピーク波長を有することとなり、この結果、装
置外部へは白色光が放射される。
【００７３】
　ここで、ガラス封止部１０６の封止部分１１１ａ内に均一に蛍光体２０７が分散されて
いることから、ＬＥＤ素子２から発せられる光を、放射される角度によらず均一に波長変
換することができ、外部へ放射される光に色むらが生じることはない。
【００７４】
　また、ガラス封止部１０６内における気泡の発生が抑制されることから、ガラス封止部
１０６内で光が散乱反射することはなく、所期の光取り出し効率を確保することができる
。また、気泡によりＬＥＤ素子２の気密性が損なわれることもない。
【００７５】
　尚、第３の実施形態においては、連結部分１１１ｂと封止部分１１１ａとでガラスの材
質が同じものを示したが、連結部分１１１ｂのガラスを封止部分１１１ａのガラスと別の
材質としてもよい。例えば、連結部分１１１ｂを金型からの離反性が比較的高い材質とし
たり、酸、アルカリ等に対する耐性の比較的高い材質としてもよいし、封止部分１１１ａ
を素子搭載基板３との接合温度が比較的低い材質としてもよい。
【００７６】
　また、第３の実施形態においては、青色のＬＥＤ素子２と黄色の蛍光体２０７により白
色光を得る発光装置２０１について説明したが、青色のＬＥＤ素子２０２と、緑色蛍光体
及び赤色蛍光体によって白色光を得るものであってもよいし、白色以外の発光色を得るよ
うにしてもよい。さらには、紫外のＬＥＤ素子と、青色蛍光体、緑色蛍光体及び赤色蛍光
体によって白色光を得るものであってもよい。
【００７７】
　図１１は本発明の第４のの実施形態を示す発光装置の模式縦断面図である。第４の実施
形態においては、ガラス封止部に蛍光体が含有されるとともに、ＬＥＤ素子がフェイスア
ップ実装され、枠部の内面に反射膜が形成されている点で、第１実施形態と構成を異にし
ている。
【００７８】
　図１１に示すように、この発光装置３０１は、各ＬＥＤ素子３０２がフェイスアップ実
装され、ＬＥＤ素子３０２の各電極がワイヤ３０８により表面パターン４１に接続されて
いる。各ＬＥＤ素子３０２は、無機ペーストにより表面パターン４１に実装されている。
また、ＬＥＤ素子３０２は、０．３４ｍｍ角に形成され、０．７５ｍｍ間隔で搭載されて
いる。素子搭載基板３の構成は、第１の実施形態と同様であるのでここでは説明を省略す
る。また、素子搭載基板３の枠部３ｂの内面には、Ｗ層４ａ、Ｎｉ層４ｂ及びＡｕ層４ｃ
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からなる反射パターン３４６が形成されている。
【００７９】
　また、この発光装置３０１は、混合粉末を減圧高温雰囲気にて素子搭載基板３上で溶融
固化して蛍光体分散ガラスとし、素子搭載基板３に融着された蛍光体分散ガラスにより各
ＬＥＤ素子２０２を封止する。すなわち、粉末状の熱融着ガラスを素子搭載基板３上にて
溶融固化している（ガラス粉末処理工程）。封止に際してガラスを加圧することは必須で
はないが、残留気泡サイズを小さくしたり、上面形状を的確に仕上げるために加圧プレス
加工を行うようにしてもよい。
【００８０】
　本実施形態によれば、ＬＥＤ素子３０２と回路パターン４とを接続するワイヤ３０８が
形成された状態でガラスの溶融固化を行うことにより、封止時におけるワイヤ３０８に生
じる応力を減じて、ワイヤ３０８を断線させることなく封止を行うことができる。
　また、枠部３ｂに反射パターン３４６を形成することにより、枠部３ｂにおける光の反
射率を増大させ、取り出される光の量を向上させることができる。
【００８１】
　尚、第４の実施形態においては、ガラス封止部６の上面を枠部３ｂと略面一に形成した
ものを示したが、例えば、ガラス封止部６の上面をレンズ状に形成してもよい。
【００８２】
　また、第１から第４の実施形態においては、素子搭載基板がアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）か
らなるものを示したが、アルミナ以外のセラミックから構成するようにしてもよい。アル
ミナより熱伝導性に優れる高熱伝導性材料からなるセラミック基板として、例えば、Ｂｅ
Ｏ（熱膨張率α：７．６×１０－６／℃、熱伝導率：２５０Ｗ／（ｍ・ｋ））を用いても
良い。このＢｅＯからなる基板においても蛍光体分散ガラスにより良好な封止性を得るこ
とができる。
【００８３】
　また、第１から第６の実施形態においては、発光素子としてＬＥＤ素子を用いたＬＥＤ
を説明したが、発光素子はＬＥＤ素子に限定されず、その他、具体的な細部構造等につい
ても適宜に変更可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す発光装置の概略上面図である。
【図２】ＬＥＤ素子の模式縦断面図である。
【図３】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図４】図１のＢ－Ｂ断面図である。
【図５】発光装置の底面図である。
【図６】互いに連結されＬＥＤ素子が実装された複数の素子搭載基板からなる中間体に板
ガラスを融着させる状態を示す説明図である。
【図７】変形例を示す発光装置であり、（ａ）は一部底面図、（ｂ）は模式縦断面図であ
る。
【図８】本発明の第２の実施形態を示し、互いに連結されＬＥＤ素子が実装された複数の
素子搭載基板からなる中間体に板ガラスを融着させる状態を示す説明図である。
【図９】発光装置の模式縦断面図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態を示す発光装置の模式縦断面図である。
【図１１】本発明の第４のの実施形態を示す発光装置の模式縦断面図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１　　発光装置
　２　　ＬＥＤ素子
　３　　素子搭載基板
　３ａ　　平坦部
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　３ｂ　　枠部
　３ｃ　　切欠
　３ｄ　　切欠
　４　　回路パターン
　４ａ　　Ｗ層
　４ｂ　　Ｎｉ層
　４ｃ　　Ａｕ層
　５　　中空部
　６　　ガラス封止部
　１０　　中間体
　１１　　板ガラス
　２０　　成長基板
　２１　　バッファ層
　２２　　ｎ型層
　２３　　ＭＱＷ層
　２４　　ｐ型層
　２５　　ｐ側コンタクト電極
　２６　　ｐ側パッド電極
　２７　　ｎ型電極
　２７ａ　Ａｌ層
　２７ｂ　Ｎｉ層
　２７ｃ　Ａｕ層
　２８　　Ａｕバンプ
　４１　　表面パターン
　４２　　裏面パターン
　４４　　外部接続端子
　４５　　放熱パターン
　１０１　発光装置
　１０６　ガラス封止部
　１１１　板ガラス
　１１１ａ　封止部分
　１１１ｂ　連結部分
　２０１　発光装置
　２０７　蛍光体
　３０１　発光装置
　３０２　ＬＥＤ素子
　３０８　ワイヤ
　３４６　反射パターン
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